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平成24年度税制改正における相続関連の

改正は、山林に係る相続税の納税猶予の

創設、連帯納付義務の改正などです。

しかしながら、今後すすめられる「社会保障

と税の一体改革」においては、基礎控除の

引下げや税率構造の改正など相続税課税

ベース拡大の方向性は変わっていません。

今回のセミナーでは改正内容と今後の相続

対策についてお話します。

開催日時

4/22日
13:30～14:30


